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愛知県 県民文化局 県民生活部 県民生活課

〒460‐8501 名古屋市中区三の丸三丁目１番２号 (052)954-6163（ダイヤルイン）

名古屋市消費生活センター （０５２）２２２－９６７１ 稲沢市消費生活センター （０５８７）３２－２５９４

岡崎市消費生活センター （０５６４）２３－６４５９ （０５２）６１３－７８７８

一宮市消費生活センター （０５８６）７１－２１８５ （０５６２）３８－６４５４

瀬戸市消費生活センター （０５６１）８８－２６７９ 大府市消費生活センター （０５６２）４５－４５３８

知多半田消費生活センター （０５６９）３２－２４４４
知多市消費生活センター （０５６２）３６－２６８８

（半田市、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町） 知立市消費生活センター （０５６６）９５－０１９５

春日井市消費生活センター （０５６８）８５－６６１６ 尾張旭市消費生活センター （０５６１）５３－２１１１

海部地域消費生活センター （０５６７）２３－０１５０ 岩倉市消費生活センター　 （０５８７）３７－７８６７

（津島市、愛西市、弥富市、あま市、大治町、蟹江町、飛島村） 豊明市消費生活センター （０５６２）８５－３７１２

碧南市消費生活センター （０５６６）４２－２６６０

刈谷市消費生活センター （０５６６）９１－１１９５

豊田消費生活センター （０５６５）３３－０９９９ 清須市消費生活センター （０５２）３２５－５１５１

安城市消費生活センター （０５６６）７６－７７４９ 北名古屋市消費生活センター （０５６８）２２－１１１１

西尾市消費生活センター （０５６３）６５－２１６１ みよし市消費生活センター （０５６１）３２－８０１５

犬山市消費生活センター （０５６８）４４－０３９８ 長久手市消費生活センター （０５６１）６４－６５０３

常滑市消費生活センター　 (０５６９）４７－６１３９ 扶桑町消費生活センター （０５８７）９２－４１２１

江南市消費生活センター （０５８７）５３－０５０５ 東三河消費生活総合センタ－ （０５３２）５１－２３０５

小牧市消費生活センター （０５６８）７６－１１１９ 東三河消費生活豊川センタ－ （０５３３）８９－２２３８

日進・東郷消費生活センター

東海市消費生活センター　

相 談 窓 口 消費生活相談窓口をご案内します。
困った時は早めに相談しましょう。

全国共通 消費者ホットライン

郵便番号等を入力すると、県やお住まいの市町村の
消費生活相談窓口につながります。

市町村の相談窓口

い や や ！

月曜～金曜 ９：００～１６：３０

土曜・日曜 ９：００～１６：００
※祝日等の休日（土曜・日曜除く）及び年末年始（12/29～1/3）は休み

受 付 時 間愛知県消費生活総合センター

（０５２）９６２－０９９９
〒460-0001 名古屋市中区三の丸２－３－２

愛知県自治センター１階（愛知県県民文化局県民生活部県民生活課内）

（０５６１）３８－３１１１(東郷)

（０５６１）５６－００３９(日進) 

※相談は、原則それぞれの市町村にお住まいの方を対象としています。

※相談受付日や時間は、市町村のWEBページや広報誌等で事前にご確認ください。

※ 窓口が開所していない時間帯などは、窓口の電話番号や受付時間をご案内します。

2026年３月１日現在

｜８｜

近年、高齢者の消費者トラブルが増えています。電話や訪問販売、インターネットを

利用した手口はますます巧妙になり、誰もが被害に遭う可能性があります。被害を防ぐ

ためには、悪質商法の特徴や注意すべきポイントを知り、少しでも「おかしいな」と

感じたら、すぐに相談することが大切です。

あなたの安全を守るために、ぜひこのパンフレットを参考にしてください。

＼ こんなときどうする！？ ／

消費者トラブルに遭わないための８か条

｜１｜
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｜２｜

あいち暮らしWEB 消費生活に関する情報や消費者教育教材などを掲載し
ています！

＜ 掲 載 内 容 ＞

 消費生活情報「あいち暮らしっく」
 消費者トラブル情報
 消費者教育コンテンツ など

あいち暮らしＷＥＢ

地域で高齢者等を消費者被害から守るための見守りネットワーク活動を応援しています！

愛知県では、高齢者等の消費者被害の深刻

化を受け、ご本人への啓発に加え、その周り

にいる人たちが高齢者等に気を配り、消費生

活センターなどの機関に適切につなぐことに

より、地域全体で高齢者等を見守る体制づく

りを進めています。

名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、

豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、

犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、

知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、

清須市、北名古屋市、弥富市、みよし市、あま市、長久手市、扶桑町、

蟹江町、東浦町、美浜町、幸田町 （2025年12月末現在）

見守りネットワーク（消費者安全確保地域協議会）設置市町（42市町）

購入した商品やサービスに不満があったとき、あなたなら自分の意見をどのように事業者に伝えますか？

自立した消費者として、意見がきちんと相手に伝わるように、次の３つのポイントを参考にしてみてください。

怒りにまかせた発言

は逆効果。ひと呼吸置

いて冷静に。

従業員も同じ「人」と

して、お互いに尊重し

合うことが大切です。

返品したいのか、

解約したいのか、

またその理由を

明確に、丁寧に

伝えることが重

要です。

上手なコミュニ

ケーションが解決

への糸口に。一方

的に主張するだけ

でなく、事業者の説

明も聞きましょう。

顧客等からの就業者に対する言動であって、就業

者が従事する業務の性質その他の事情に照らして

社会通念上許容される範囲を超えたものであり、

かつ、就業者の就業環境を害するものをいう。

「愛知県カスタマーハラスメント防止条例」より

次の行為はカスタマーハラスメントになる
可能性があります。

｜７｜






